
様式第 2号

事業計画書

1 管理運営についての基本方針等

(1)施設の管理運営についての基本方針を提示 してください。

本会は、団体概要 (様式第 5号)でも述べているとおり地域福祉の推進を目指す組織

です。事業運営にあたっては、地域の生活課題に目を向け、介護保険事業などの制度上

のサービスと本会の実施する独自のサービスやボランティアをはじめとする地域とのネ

ットワークを活用することで、利用者はもとより、地域の人々が望む住み慣れた家で安

心 。安全に暮らすことができるように支援することを基本方針とします。

介護が必要となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられる地域包括ケア

システムを構築するためには、介護や医療サービスと住民を主体とした福祉活動の連携

充実が必要となります。

高月福祉ステーションでは、「高齢者福祉センター」、「通所介護事業」に加え、その他

介護保険事業として「訪問介護事業」「居宅介護支援事業」の設置を行います。

高齢者福祉センターでは、高齢者や地域住民が健康でいきいきとした生活が送れる交

流・憩いの場を提供するとともに、仲間づくりのために、各種生きがい活動事業の実施

や相談窓口を開設し、地域福祉推進の拠点となるように運営管理いたします。また、介

護予防分野において、地域住民自身にその役割が期待される総合事業に移行していくな

かで、高月地区社会福祉協議会をはじめとする地域にある各種団体等との連携を図りな

がら、地域に貢献できるボランティア人材の育成に努めます。

さらに、本会が実施しています地域福祉推進事業・介護予防事業など諸事業の実施に

あたり、当該センターの多目的集会室や調理実習室等の地域開放機能の特性を、有効か

つ積極的に活用し、地域福祉推進や介護予防の中核施設としての役割を担うべく管理運

営を目指します。

デイサービスセンターでは、中重度の要介護者であっても、住み慣れた地域での在宅

生活が継続できるように中重度高齢者・認知症高齢者を積極的に受け入れる体制を整え、

サービスの充実を図り在宅生活を支援します。利用者のニーズに向き合 うだけでなく、

家族との関係や地域との関わりについて把握し地域に密着した地域福祉活動の拠点・身

近な相談窓日としての役割を発揮し地域福祉とも連携をとりながら、生活課題を解決し

… 1-



ます。

さらに、これまで培つてきた地区社会福祉協議会や、民生委員児童委員協議会、多く

のボランティア団体等の地域住民とのつながりのもと、地域包括ケアシステムを構築し

ていくことが本会の大きな目的であり、これを市の施設を任される者の責務と考え、管

理運営を行います。

(2)指定管理者を希望する理由・ 目的を提示 してください。

高齢者福祉センターは、高齢者福祉、地域福社の推準のための施設であり、こうした

目的は本会の設立目的そのものであります。本会の地域福祉推進においては、地域に根

差した活動を展開することが求められ、市内の複数の拠点で展開することが必要となり

ます。

また、地域福祉の推進は、地域のさまざまな福祉課題に対し、各種制度や地域住民の

取組みの中で解決できる仕組みを構築していくことです。特に社会情勢が目まぐるしく

変化していく中で、地域の福祉課題をしっかり捉えることが重要となります。

介護事業においては、地域の高齢化が進む本市において、事業を通じて地域の福祉課

題を捉えるための、大きなツールの一つと位置づけています。このような役割から介護

サエビスの利用者への質の高いサービス提供のみでなく、市内の各地域で介護事業を展

開することで、地域とのつながりを強め、地域福祉推進の展開につなげていきたいと考

えています。

高月福祉ステーションは高齢者福祉センターとデイサービスセンターを併せ持つ施設

であり、本会事業推進にあたって重要な事業拠点と考えています。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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2 組織体制 B職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示 してください。

管理体制については、高月福祉ステーションの所管としてセンター長を配置し、高齢者

福祉センター所長を兼務します。介護事業所には所長を配置して適正な事業管理に努めま

す。また、それぞれの事業の管理原課である総務課、地域福祉課、介護事業課との管理・

連携により本会が有する様々なノウハウを活かした事業展開を行います。

また、管理運営にあたうては専門職の確保が重要です。しかしながら、人材確保に関し

ては、ハローワークや求人広告、ホームページ等の多様な媒体で広く募集を行い人材の確

保に努めていますが、特に看護師t介護支援専門員の確保は本会においても苦慮している

のが実情です。

介護事業の実施については、看護師等有資格者が確保できないと人員基準を満たせない

ところであり、多くの事業所の課題 ともなっています。

在宅介護の分野は規模が小さい事業所も多く、一人の専門職の退職が、その事業所のサ

ービスに大きく影響を与えかねない状況にあります。

本会は、市内で ■ 力所の通所介護事業所の他、訪問介護事業所、介護老人福祉施設、

軽費老人ホーム、居宅介護事支援事業所等多くの事業を展開していますので、有資格者の

急な退職等の不浪」の事態においても、他の事業所との人員調整により安定したサービス提

供が可能です。

さらに、サービス向上のため、歯科衛生士t理学療法士等の専門職の確保も適宜進めて

います。1事業所で 1名必要とまでならない職種などは、複数事業所を有することで多様

な専門職の採用を可能とし、サービス向上に取り組んでいます。

こうしたスケールメリットを生かした対応により、継続的に質の高い安定したサービス

提供を続けることを目指し体制整備を図ります。

●組織体制図

監事

事務局

会長(1名 )

副会長 (2名 )

理事 (14名 )

常務理事 (1名 )

理事 (18名 )
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総務課

地域福祉担当
木之本センター

増域憲口 (9カ所)

事務局 地域福祉課

相談支援担当
長浜市成年後見・権利擁獲センター (2カ所)

ボラ坊 Fィア担当 長滉市ボランティアセンタ=

居宅介離支援事業担当 居宅介監支援事集所 (吉月福祉ステーション他4カ所)

介護事業課 訪間介霞・入冶介饉亭凛担当
訪問介饉亭卑所 (盲月福祉ステーション他4カ所)

通所介護事業等担当
通所介瞳事業所 (吉 月福祉ステーション他9カ所)

地増密着型盟知症対応型近所介雄事業所

介蹟予防事業担当 地域あんしん落口   (2カ 所)

特月u養離老人ホーム事業 特別整隆老人ホーム伊書の星 50床

伊書の里 短期入所事業 ショートステイ伊番の里 20床

経費老人ホーム事菓 ケアハウス伊書の里

●高月福祉ステーション

ス )

)

センター長

所長
常勘職員

1

非常勤職員

所長
常勘職員

3名

1

非常勘職員

所 長
常勘職員
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勤務形態資格 日能力等 雇用形態役職 担当業務内容

常勤
通常勤務
8:30-17:15

施設全般管理業務

高齢者福祉センター事業

介護支援専門員

介護福祉士

センター長

兼高齢者福祉

センター所長

常勤
通常勤務

8:30-17:15
高齢者福祉センター

相談員経験 15年

相談員

兼事務員

施設管理庶務全般

事業実施

雇用形態 勤務形態担当業務内容 資格 B能力等役職

常勤
変則勤務

週38.75時間

事業所運営管理

生活相談業務

介護業務

介護福祉士

社会福祉主事

実務経験 18年

所長

兼生活相談員

常勤

変則勤務

週 38,75時間生活相談業務

介護福祉士

社会福祉主事任

用

実務経験 7年

生活相談員

常勤
変則勤務

週38.75時間

看護業務

機能訓練指導

看護師

社会福祉主事任

用

実務経験 9ヵ 月

看護師

変則勤務

週 38。 75時間

准看護師

実務経験 9年
常勤看護師

看護業務

機能訓練指導

変則勤務

16時間/週

准看護師

実務経験 4ヵ 月
非常勤看護師

看護業務

機能訓練指導

常勤
変則勤務

週 38.75時間
介護業務

介護福祉士

実務経験 8年
介護職員

変則勤務

週 38,75時間

介護福祉士

実務経験 15年
常勤介護職員 介護業務

介護福祉士

実務経験 6年
常勤

変則勤務

週38,75時間介護職員 介護業務

非常勤 36時間/週介護業務
介護福祉士

実務経験 19年
介護職員

非常勤 36時間/週介護職員 介護業務 介護福祉士

(2)管理運営に係る職員配置を提示 してください。

【高齢者福祉センター】

【デイサービスセンター】
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実務経験 6年
ヘルパー2級

実務経験 3年
非常勤 24時間/週介護職員 介護業務

介護職員 介護業務
ヘルパー2級

実務経験 5年
非常勤 24時間/週

介護職員 介護業務

初任者研修修了

者

実務経験 7か月

非常勤 24時間/週

介護職員 介護業務
介護福祉士

実務経験 6か月
非常勤 24時間/週

機能訓練指導員
機能訓練指導

個別機能訓練計画

理学療法士

実務経験 6か月
常勤 8時間/週

歯科衛生士 日腔ケア指導
歯科衛生士

実務経験 3年
非常勤 2.5時間/週

運転手 運転業務 (委託)

普通自動車免許

実務経験 15年
非常勤 15時間/週

運転手 運転業務 (委託)

普通自動車免許

実務経験 3年
非常勤 15時間/週

運転手 運転業務 (委託)

普通自動車免許

実務経験 2年
非常勤 15時間/週

運転手 運転業務 (委託 )

普通自動車免許

実務経 3か月
非常勤 15時間/週

担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態役職

所長

兼サービス提供

責任者

事業所運営管理

訪問介護

介護福祉士

同行援護従事者

研修応用課程修

了

実務経験 12年

常勤
通常勤務

8:30-17:15

サービス提供責

任者
訪問介護

介護福祉士

同行援護 従事者

研修一般課程修

了

実務経験 7年

常勤 通常勤務

8:30-17:15

サービス提供責

任者
訪問介護

介護福祉士

同行援護従事者
常勤

通常勤務

8:30-17:15
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研 修 一般 課程 修

了

実務経験 2年

介護職員
訪問介護

ヘルパー 2級

同行援護従事者

研修一般課程修

了

実務経験 10ヶ 月

常勤
通常勤務

8:30-17: 15

介護職員
訪問介護

介護福祉士

同行援護従事者

研修一般課程修

了

実務経験 16年

非常勤 36時間/週

介護職員 訪問介護
ヘルパー2級

実務経験 14年
非常勤 30時間/週

介護職員 訪問介護
ヘルパー 2級

実務経験 15年
非常勤 20時間/週

介護職員 訪問介護
ヘルパー2級

実務経験 15年
非常勤 6時間/週

介護職員 訪問介護
ヘルパー2級

実務経験 15年
非常勤 10時間/週

介護職員 訪問介護
ヘルパー2級

実務経験 13年
非常勤 6時間/週

介護職員 訪問介護
介護福祉士

実務経験 12年
非常勤 20時間/過

介護職員 訪問介護
ヘルパー2級

実務経験 10年
非常勤 15時間/週

介護職員 訪問介護
介護福祉士

実務経験 6年
非常勤 5時間/週

介護職員 訪問介護
ヘルパー2級

実務経験 6年
非常勤 15時間/週

介護職員 訪問介護
ヘルパー2級

実務経験 5年
非常勤 2時間/週

ガイ ドヘルパー
視覚 しょうがい者支

援

ベルパー2級

同行援護 従 事 者

研 修 一般 課 程 修

了

実務経験 7年

非常勤 4時間/週
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ガイ ドヘルパー
視覚 しょうがい者支

援

同行援護 従事者

研修一般課程修

了

実務経験 10年

非常勤 1時間/週

ガイ ドヘルパエ 視覚 しょうがい者支

援

同行援護 従事者

研修一般課程修

丁

実務経験 7年

非常勤 0.5時間/週

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

所長

介護支援専門員

事業所運営管理

指導育成

ケアマネージメント

主任介護支援専

門員

社会福祉士

介護福祉士

実務経験 13年

常勤
通常勤務
8:30-17: 15

副所長

介護支援専門員

事業所運営管理補佐

ケアマネージメント

介護支援専門員

介護福祉士

甲種防火管理者

実務経験 6年

常勤
通常勤務

8:30-17: 15

介護支援専門員 ケアマネージメント

介護支援専門員

介護福祉士

実務経験 3年

常勤
通常勤務
8:30-17: 15

介護支援専門員 ケアマネージメント

介護支援専門員

看護師

実務経験 7年

常勤
通常勤務

8:30-17: 15

【居宅介護支援事業所】

(3)人材育成の考え方や職員の研修計画等を提示 してください。

地域福祉事業、介護事業は職員の質に大きく左右されますので、人材育成は本会の経営

において大きな柱と位置付けています。平成 25年度より人事制度の改定を行い、評価制

度の導入や等級制度の再構築をいたしました。人事制度の整備の中で、適材適所の人事配

置、職員の育成指導に力を入れています。また、本会は多くの事業所を展開していますの

で、人事異動等を通じ、職員の視野を広げるなど、職員のレベルアップを図り、より質の

高いサービス提供を目指します。さらに、次の世代を担 う職員育成の観点から、正規職員

への登用制度を設けるなど体制整備を図つていきます。

職員研修にも力を入れ、研修計画、採用時研修プログラ本を定め、人材育成に努めてい
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きます。また、以前は、専門職種の研修等は、外部研修への参加が中心で多くの職員の参

力日が難 しい面がありましたが、合併により組織規模が拡大したことで、独 自に講師を招き、

スケールメリットを生かした研修の開催が可能となりました。今後もテ
=マ

に応 じた研修

を開催し、さらなる専門性の向上を目指していきます。

①介護事業課研修プログラムヘの参加

【全体研修】

。人権と接遇について

。普通救命講習

・認知症研修

。パソコン教室 (パ ワーポイントの使い方)

【リスクマネジタント研修】

・個人情報保護について

・高齢者施設の豪雨・洪水・竜巻災害対策

。事例から学ぶ管理者の事故対応

・訪問介護のリスクマネジメント

・デイサービスのリスクマネジメント

・ケアマネージャーのリスクマネジメント

・事例から学ぶ介護施設の労務管理

【外部研修】

・介護入門講座

。キヤリアアップ研修

・対人援助の在 り方と事例検討の手法

・発達障害の理解

・認知症介護基礎研修

・認知症介護実践者研修

②機能訓練に関する知識向上プログラム

機能訓練指導の専門職の指導 (研修)を定期的に受け、理学療法や作業療法といった

専門的視υ煮と知識を看護師や介護職員が学習し、専門職と密接な連携をとれる体制を整

えることでご利用者すべての下肢筋力 (歩行や立位の能力)を はじめとする体力の維持、

向上を目指します。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成 してくださいぅ
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3 利用促進等

(1)施設の利用促進に向けた具体的な取組 (施設の特色を活かした自主事業の展開を含む。)及び達成

目標を提示してください。

【高齢者福祉センター事業】

高齢者福祉センターでは、高齢者や地域住民が健康でいきいきとした生活が送れる交

流・憩いの場を提供するとともに、仲間づくりや健康瀧持のために、各種生きがい活動

事業の実施や相談窓口を開設し、地域福祉推進の拠J点 となるように運営管理いたします。

また、趣味活勃で得た技能を仲間とともに地域に貢献できるボランティアの人材育成に

努めます。あわせて、本会の推進している地域福祉事業と連携して行います。

具体的な取 り組みとしては、次のとお りです。

◎貸館事業の公平・適切な運営

地域住民の福祉活動拠点、交流・憩いの場 として福祉ステーションを活用 し、公の施

設 として適切な管理運営に努めます。

※センター開館 日 月～金曜 日 9:00～ 17:00(休館 日 土 。日・祝 日・12/29～ 1/3)

■福祉団体 (高月地区社会福祉協議会・民生委員児童委員・高月赤十宇奉仕団・高月

ボランティア連絡協議会 。老人クラブ連合会・子育てサークル等)の活動拠点として活

用し、地域住民自身によるボランティア活動・福祉活動の推進を図ります。

■地域住民による自主グループ・趣味サークル (手話・絵手紙・布絵本等)の活動場所

として提供することで、地域住民の健康増進と交流機会の促進、地域の絆を深めます。

◎地域福社事業の展開 ′

各種講座 。相談窓口を開設し、地域の絆づくり、交流を深めるとともに、地域の憩い

の場として地域住民 (高齢者・子育て世代など)の居場所づくりを促進し、地域福祉の

推進を図ります。また、各種講座の開催や相談窓日の開設の際には、本会ボランティア

センターとの協働により、ボランティア・地域の福祉団体 (高月地区社会福祉協議会、

民生委員児童委員、高月赤十宇奉仕団、高月ボランテイア連絡協議会、老人クラブ連合

会、その他福祉関係団体等)と の連携を深め、協働関係を構築しつつ、事業展開を図り

ます。                テ

また、設置予定の地域包括支援センタィ 。生活支援コーディネーターと連携 し、地域
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年度 利用者数 積算根拠

平成 28年度 7,320人

平成 29年度 7,340人

平成 30年度 7,360人

平成 31年度 7,380ノ、

平成 32年度 7,400人

甲自主事業 (6教室)2,000人

口各種サークル活動 (子育てi4、 趣味お)2,800人

■地域の福祉団体等 2,250人

■貸館等 350人

(H26年度実績)7,300人

の福祉団体を中心とする地域住民主体の生活支援サービスや、介護予防サービスの展開

を包括的に支援します。

■「いきいき講座」の開催 (実施年度 :平成 28年度～32年度)

いきいきとハリのある生活を送ることを目的に、各種趣味活動への導入講座を開催し

高齢者の活動的で豊かな余暇を支援します。また、教室参加者が中心となるサークル活

動の自主化を支援 し、地域のつながりを深めます。

開催回数 カラオケ教室 :毎月 2回

手工芸教室 :毎月 2回

男の料理教室 :年間 8回

■福祉講演会の開催 (実施年度 :平成 28年度～平成 32年度)

地域住民を対象に福祉課題に対する研修や講演会を開催 し、地域住民への福祉意識の

啓発 と福祉の担い手の発掘・育成を図ります。また高月地区社協と連携 し開催すること

で、地域のつながりを強化します。

開催回数 :年 1国  内 、 容 :福祉課題等に対する研修・講演会

■地域サロン活動支援 (実施年度 :平成 28年度～平成 32年度)

自治会また福祉委員等で開催されている「ふれあいサロン」運営スタンフを対象に活動

がスムーズに運べるよう福祉活動に関する研修会を開催 し、地域 リーダーの育成を図り

ます。また、運営等に関する相談に対 し、積極的なサポー トを行い、地域のサロンが元

気になるよう支援を行います。

開催回数 :年 1回  内  容 :運営に関する研修・講演会

【達成目標】

ヨガ教室 :毎月 2回

シルバー体操 :毎月 2回

囲碁 。将棋教室 :毎週 1回
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年度 利用者数 積算根拠

平成 28年度 5,860人

平成 29年度 5,920人

平成 30年度 5,980人

平成 31年度 6,040人

平成 32年度 6,100人

高月地域やその近隣には近年通所介護事業所が

多く進出することで、利用者にはサービスの選択肢

が増え、利用者が伸び悩む傾向にあります。しかし

ながら指定管理期間中の介護保険認定者数の増加

予測 (「第 6期 ゴール ドプランながはま21」 より)

を勘案し、さらに各事業所のケアマネや関係機関と

の連携を積極的に働きかけ、延べ利用者数を毎年

1%ずつ増やしていきます。

【デイサービスセンター事業】

現在の高月デイサービスセンターの利用者は、介護度が中重度、認知症の利用者が多

いといつた特徴がみられることから下記の点に重点をおいた利用促進を図りますと

① 中重度の要介護者であっても住み慣れた地域で社会性の維持を図り在宅生活が安

心して継続できるようサービスの充実を図ります。当デイサービスでは、個人浴槽

および中間浴機があり、残存機能を生かしながら入浴が出来るよう支援を行います。

また、冠婚葬祭や介護者の体調不良時など緊急時の一時預かり、延長時間サービ

ス、年末営業の実施等柔軟な対応を実施して利用者・家族のニーズに応えます。

② 理学療法士等専門的な知識を有する機能訓練指導員を配置し、利用者が住み慣れ

た地域で可能な限り自立して暮らし続けることができるよう、生活機能の維持・向

上を図る為に広い施設内を活用した心身機能訓練から生活機能向上訓練まで総合的

に行う機能訓練を強化します。

③ 当デイサービスは教育ゾーンの中に位置し、小学校 。中学校・認定こども園が近

隣にあるという地域性を踏まえ定期的に次世代の子どもとの交流を図ります。

また、地域に密着した地域福祉活動の拠点 。身近な相談窓日として地域福祉とも

連携をとりながら、家族交流会を始め季節に応じた各種のイベントを実施します。

④ 制度改正によりこれまでの介護予防給付が介護予防 。日常生活支援総合事業へ移

行されますが、要支援相当の利用者に対し引き続き現行のサービスを実施します。

【達成目標】

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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(2)地域 し関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策を提示してください。

本会では、地域のあらゆる人が関わりをもち、身近な生活課題に対応できるよう地域

におけるネットワークを強化するため、地域福祉の担い手としての本会の役割を認識 し

事業達営を進めていきます。

高齢者福祉センターにおいては、社会福祉協議会の機能 (地域福祉コーディネータエ・

相談員・ボランティアコーディネーター)やネットワークを活用 し、地域 。関係機関団

体 (地区社会福祉協議会・民生委員児童委員 。ボランティア連絡協議会その他地域の福

祉団体)と 連携・協働 し、住民の参画による地域福祉を推進 します。

介護事業においては、介護保険などの制度上のサービスと、ボランティアをはじめと

する本会の有する独自のサービスや、地域の医療機関・福祉機関等とのネットワークを

活用し、多くの高齢者が望む住み慣れた家で安心 。安全に暮らすことができるように利

用者と介護者を支援します。

具体的な方策としては、夏まつり。お花見などのイベントの実施にあたっては、地域

のボランティア等と連携します。

また、出前講座等の地域からの要望に応じるなど、介護についての専門機関として、

そのノウハウの提供に努めます。

このような取り組みの中で、地域に根づいたサービス実施機関として、住民に対する

介護、福祉活動についての理解の促進を図つていきます。

(3)施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してください。

広報活動については、本会広報誌 (年 4回市内全戸配布)お よびホームページ内にお

いて、取 り組み行事の紹介および案内等を行い地域住民の方への周知を行 うとともに、

講座等の事業の開催等については報道機関への記事掲載の依頼や自治会回覧での周知を

依頼し、広報活動に努めます。

また、介護事業所の広報 「ほのばのだより」を毎月発行し、センターでの取 り組みを

紹介し、利用者 。その家族および介護支援事業所などに配布し情報提供に努めます。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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4 サービス向上等

(1)利用者等からのニーズの把握方法を提示 してください。

。年 1回利用者アンケー トを実施 し、意見・要望等を把握 し利用者のニーズに応 じた

サービスの質の改善を図ります。

・利用者の意見・要望を把握する取組を行ないます。

・地域の民生委員児童委員、赤十字奉仕団やボランティア連絡協議会その他福祉関係

団体等を積極的に受入れて、施設や事業への認知や理解を深めていただくとともに、

このような市民の方の意見や感想を伺 うことで更なるサービスの質の向上を図りま

す。

・「連絡帳」により利用者や介護者等からの要望や、在宅での様子を把握しニーズを取

り入れていきます。

・湖北地域介護相談員の派遣事業による相談員からの助言、利用者の声の反映に努め

ます。

・本会は、市内で複数の在宅介護事業を展開していますので、介護事業課を中心に法

人内の事業所聞情報を共有し、
・
利用者ニーズの把握に努め、サ●ビス改善を図ります。

・本会は、理事 。評議員に、地域の福祉関係団体の多数の方の参画をいただいていま

す。また、地域福祉を推進する組織として、民生委員児童委員協議会をはじめ、自治

会やボランティア団体等との関係づくりに力を入れています。こうした方々からのご

意見もいただき事業者目線でなく、市民目線でサービスの改善を図ります。

(2)利用者等からの苦情等に対する対応について提示 してください。

・事業所に苦情相談窓口を設置し、利用者の意見や、要望、苦情を受け止め、サービ

スの改善に努めます。また、苦情対応マニュアルを整備 し、迅速かつ適切な対応に努

めます。                            ′

①苦情に対する常設の窓口として、相談担当者 (生活相談員)を配置する。また、担

当者が不在の時は、基本的な事項については、誰でも対応できるよう体常Jを整える

とともに、担業者が責任をもつて対応します。

②苦情があつた場合には、ただちに相談担当者が相手方に連絡を取り、直接訪問す

るなどして、詳しい事情を聞くとともに、碧該担当者からも事情を確認します。

③相談担当者が必要であると判断した場合には、事業所内で検討会議を行います。

④検討結果等に基づき必ず翌日までには相手方に相談担当者が連絡を行います。

⑤記録を台帳に保管し再発防止に役立てます。

⑥苦情の内容によっては行政窓口等を紹介します。
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)

。事業所での解決が困難な場合は法人としての苦情解決体制を整備 し対応にあたりま

す。また、苦情、要望の裏には利用者のニーズがあります。利用者や家族の方にとっ

ては、普段お世話になっているという意識の中で、直接事業所に申し出ることに抵抗

のある方もおられます。事業所の窓口に加え法人の窓口体制を置くことで、広く苦情、

要望等を申し出られる体常」整備に努めています。

①苦情受付担当者 (旧 市町地域ごとに設けたセンター長)を配置します。

②苦情解決責任者 (総務課長、地域福祉課長、介護事業課長)を配置します。

③第 3者委員の設置 (福祉施設関係者 2名 高度な法律知識を有する者 1名 )

④上記体制により、要綱・マニュアルを定め、苦情解決、改善、再発防止にあたり

ます。

・事業所や法人の窓口体制はもとより、県運営適正化委員会、長浜市など他の苦情窓

口機関を契約時の重要事項説明書に記載するなど周知に努めています。

・毎日のミニティングの際に、利用者の声を職員全体で共通理解して対応します。

・本会で行う他のサ▼ビスや地域 とのネットワークを活かし、そのニーズや苦情等の

把握に努め、迅速に対応を図ります。

(3)そ の他サービスの資を維持・向上するための取組について提示 してください。

。公の施設であることを念頭におき、常に公正な運営をします。

・法令を遵守し、信頼の堅持に努めます。

・施設の安全を保つため、日頃からの施設管理と環境整備を実施 します。

・職員の資質の向上を目指し、内部・外部研修などへの参加ができるよう環境を整え、

人材育成に努めます。
)

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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5 施設の管理運営等

(1)施設の管理運営における経費節減のための頼組について提示してください。

職員全員が常にコス ト意識を持ち、経費節減・省エネに努めます。具体的な取組は次

のとおりです。

・冷暖房設定の適正化に努めます。

・昼休みの消灯をはじめ不要部分の蛍光灯の間引き等節電に努めます。

・コピー用紙は両面印刷、裏紙利用等の節約に努めます。

・職員の適正配置、必要に応じ外部委託等導入し、人件費の適正化を図ります。

・法人全体で物品 (車両、パソコン、記録用紙等)の一括購入、入札・見積もり合わ

せ等による適正価格での契約等により経費削減に努めます。

・電算システムの活用、各施設共通事務の管理部門一括処理等の事務事業の効率化を

図ります。

。その他、常にコス ト意識を持ち、不要な支出をおさえ、また費用対効果を意識 し、

支出管理に努めます。

(2)利用料金の設定及び設定根拠について提示 してください。

(利用料金の設定根拠)

目的外利用時の使用料ですので長浜市福祉ステーション条例 と同額 とします。

(3)維持管理業務 (清掃・保守点検・警備等)の内容、方法、頻度等について提示 してください。

施設の維持管理については、法定点検、仕様に定める各種の保守、点検業務を適切に

実施することはもとより、常に利用者の安全、安心、快適の視点から施設の保全に努め

ます。

区  分 単位 使用料
｀
利用料金 (案 )

会議室 1時間 200、 円 200円

団体共用準備室 1時間 200円 200円

多 目的大集会室 1時間 400円 400円

調理実習室 1時間 400円 400円

教養娯楽室 1時間 200円 200円
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}

区分 維持管理業務 点検等の内容
点検等の

頻度
点検方法

年間作業計

画

建築物

の保守

管理

外観 J点検 仕上げ材の浮き、ひ

び割れ、はがれ、か

びの発生状況を確認

1回/月 職員により

実施

毎月実施

落書き点検 施設内外における落

書きの有無を確認

1回/月 職員により

実施

毎月実施

防火対象物

定期点検

消防法第 8条の 2の

2の規定の基づく定

期点検を実施

2回/年 業務委託 8月

2月

建築設

備等の

保守管

理

自家用電気 自家用電気工作物の

保守点検

精密点検

1回/月 業務委託 毎月実施

工作物保安

管理 1回/年 9月

空調設備保

守点検

吸収式冷温水機、冷

却塔、冷温水ポンプ、

それらの自動制御機

器の保守点検

4回/年 業務委託 年 4回実施

消防設備保

守点検

自動火災報知設備・

屋内外消火栓設備・

非常用放送設備等の

外観点検・機能点

検 。総合J点検

2回 /年 業務委託 ８

２

月

月

電灯設備〕点

検

電灯設備の点検、電

球等の交換

随時 職員により

実施

※高所・配

電機器につ

いては業者

委託

随時実施

自動扉開閉

装置保守点

検

サッシ部、懸架部、

動力作動部、制御装

置、センサ部点検

4回/年 業者委託 4月

7月

10月

1月

温水ヒータ

ー・濾過装置

保守点検

燃焼調整、バーナ清

掃、本体外部腐食漏

れ点検、内部濾過材

点検、制御盤機能ッ点

検

2回/年 業者委託 5月

11月

備品等 備品の保守 備品台帳の管理、備

品の保守管理

随時 職員により

実施

随時実施

管理

消耗品の購入、管理、

の保 守

消耗品の管 随時 職員により 随時実施

)
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理等 補給、交換等 実施管理

車両の自主

点検

享検に加えて、全車

両について自主点検

を実施

1回/月 職員により

実施

毎月実施

植え込みの

剪定作業

植え込みの剪定作業 1回/年 職員等およ

び一部業者

委託

夏季に実施

除草作業 敷地内の樹木、植え

込み、芝生における

除草作業

1回/月 職員等によ

り実施

冬季外随時

実施

植栽の

管理

その他の植

栽の維持管

理

敷地内の樹木、植え

込み、芝生における

施肥、殺虫剤の散布

等

随時 職員等およ

び一部業者

委託により

実施

随時実施

床面掃除機がけ

床面モップ拭き

1回/日

1回/年

職員により

実施

業者委託 冬季

随時実施施設内定期

清掃

ガラス磨き上げ

1回/年

随時 職員等によ

り実施

業者委託

随時実施

冬季

トイレの清

掃

床面モップ拭き、便

器・洗面台清掃、鏡

磨き上げ、汚物処理、

トイレントペいツ ~ヾ

補給、ドア拭き掃除

1回/日 職員により

実施

毎日実施

玄関の清掃 玄関周辺の掃き掃

除、自動 ドアのガラ

ス磨き上げ

1回/日 職員により

実施

毎日実施

ホールの清

掃

イス・テーブルの清

掃

随時 職員により

実施

随時実施

清掃業

務

その他施設

内外の清掃

その他の施設内外の

清掃

随時 職員により

実施

随時実施

保安警備業

務

開館時における事

故・犯罪 。災害の予

防、日常の巡回、監

視

随時 職員により

実施

毎 日実施保安警

備業務

機械警備 閉館時における機械

警備による事故・犯

罪 ,災害の予防

随時 業者委託 閉館時

※火災警報

については

常時
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施設内全館の消毒・

生息調査・外周廻 り

の消毒

2回/年 業者委託 ８

２

月

月

害虫駆除

調理室・食堂・配膳

室の消毒

10回/
年

業者委託 8月・ 2月 以

外

機械浴層、循環系等

滅菌洗浄業務 (大腸

菌、レジオネラ菌対

策)

2回/年 業者委託 6月

10月

個人浴槽・介護用品

の消毒。イス・テー

ブル・

手すりの消毒

1回/日 職員により

実施

毎日実施

従事者の健康診断 ,

予防接種の推進

それぞれ

1回/年
医療機関に

よる

健康診断 :夏

季および採

用時

予防接種 :流

行期前

配膳に関わるデイサ

■ビス職員の検便

1回 /月 検査機関 毎月実施

マスク・使い捨て手

袋の使用

消毒剤の携行

随時 職員により

実施

随時実施

衛生管

理等

感染症対策

衛生管理

産業廃棄物 (汚泥処

理運搬 )

2回/年 業者委託 6月

12月

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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6 その他

(1)利用者の個人情報を保護するための取組を提示してください。

指定管理者募集要項による「長浜市個人情報保護条例」を蓮守するとともに、本会が

規定する「社会福祉法人長浜市社会福祉協議会個人情報保護規程」を遵守し、個人情報

保護に努めます。具体的な取り組みとしては、次のとおりです。

・個人情報のデータベースはパソコン等においてはパスワー ドによリデータの保護、

紙媒体においてはキャビネットによる保管により適正な管理に努めます。

・本会管理施設間の情報ネットワーク (VPN)環境を整備 しており、介護保険システム

サーバー、文書ファイルサーバー等において情報管理を行い、セキュリティ対策を行

います。

・個人情報保護に関する職員の研修の実施により、職員の守秘義務の徹底を図ります。

・警備保障委託により、夜間、休日の警備を行います。

(2)施設の管理運営における環境に配慮 した取組を提示 してください。

職員全員が常に環境に配慮するように努めます。具体的な取組は次のとおりです。

・車両の購入時には、低公害車両を導入するように努めます。

・ リサイクルマークのある製品やリサイクルが可能な製品の購入に努めます。

・ゴミを少なくする取組みやゴミの分別を確実に行います。 (ペ ットボトルキャップ 。

プル トップ等の収集)

。通勤時・勤務中のエコドライブを心がけます。

・冷暖房温度の適正な設定や不要な電灯の間引きなど消費電力削減に努め、C02」F出量

を削減します。

(3)防災、防犯その他緊急時 (災害・事故等)の対応及び危機管理体制について提示してください。

防災・防犯等危機管理については、消防計画作成をはじめ関係法令を遵守するととも

に、災害時の職員参集や、万が一の施設内の事故への対応等について、各種マニュアル

の整備をしており、その徹底を図り、事故防止、事故対応等に備えていきます。

また、本会は多くの複数類似施設の管理を行つていますので、各施設での維持管理等

のイレギュラーな事象への対応ヾ事故報告、ヒヤヅハット報告、再発防上の対策等を、

法人全体で共有し、各施設の施設管理能力向上に努め、問題が発生する前に未然に対応

を図ることを重視し施設管理業務を行つていきます。
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)

・消防計画 (防火管理者(自衛消防隊の設置、避難訓練・消火訓練等の実施)

・AED(自 動体外式除細動器)の設置と、救急救命講習の実施

・警備保障業務委託

・災害対応マニュアル (緊急連絡体制、職員参集基準、救援本部体制等)の整備
・本会の取 り組みとしてのBCP(事 業継続計画)に則 り、災害時の対応および福祉

避難所の開設とサービス事業の早期復旧に努めます。

・事業所所長からの連絡に応じ、総務課、介護事業課をはじめ関係部署職員が連携し

事態収拾にあたります。さらに、気象等の自然災害に対しては日頃からの情報収集や

関係機関と連携により、事態に応じて事業の休止・中止を的確に判断し未然に危機を

回避するように努めます。

・利用者の容態急変等の緊急事態に備え封応マニユアルを整備し、速やかに消防、医

療機関との連携を取り、迅速な対応を図ります。

・送迎時は携帯電話を常備し、緊急時の連絡を迅速に行えるようにします。
。車両事故防止のための取り組み (車両点検の実施、運行 日記の記録、夜間の蛍光べ

ス トの着用、送迎前の体調チェック)を実施します。

・感染予防の取り組みに努めます。 (検便の実施、タォルや浴槽の消毒、手洗い、うが

いの励行、感染予防の研修参加、職員のインフルエンザ接種に対する補助の実施)

・衛生管理に努めます。 (害虫駆除、来所者を含めてアルコール手洗い励行、センター

内外の清掃等)

・介護事業の実施にあたり各種マニュアルを整備し、転倒、誤聴、誤飲などのリスク

に備え、事故等の防止と発生時の迅速な対応に努めます。 (月 U紙 1参照  「各種事業マ

ニュアルー覧」)

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

0指定管理施設管理実績 (平成 27年 10月 1日 現在)

〇東部福祉ステーション

。高齢者福祉センター事業

・通所介護事業

・老人介護支援センター事業

○北都福祉ステーション

・高齢者福祉ャンター事業

。通所介護事業

・訪問介護事業

・訪問入浴介護事業
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・居宅介護支援事業

・老人介護支援センター事業

O浅井福祉ステーション

・通所介護事業

〇びわ福祉ステーション

・通所介護事業

〇湖北福祉ステーション

・通所介護事業

O高月福祉ステーション

・高齢者福祉センター事業

・通所介護事業

・訪問介護事業

・居宅介護支援事業

O木之本福祉ステーション

・高齢者福祉センター事業

・通所介護事業

O西浅井福祉ステーション

・通所介護事業

・認知症対応型通所介護事業

,訪問介護事業

・居宅介護支援事業

●施設管理業務実績 (平成 27年 10月 1日 現在 )

上記、指定管理施設 8施設のほか

。長浜市社会福祉センター [所有施設]

・浅井福祉センター [所有施設]

・びわ高齢者福祉センター [賃貸借施設 ]

・ひなたばっこ (小規模多機能型居宅介護事業)(木之本)[所有施設 ]

・虎姫生きがいセンター「使用許可」

。余呉高齢者福祉センター 「管理委託」
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Ⅲ

・伊香の里 [所有施設]

0指定管理施設以外での介護事業実績 (平成 27年 10月 1日 現在)

。通所介護事業        2か 所

虎姫生きがいセンター[使用許可]

伊香の里 [所有施設]

・訪問介護事業        2カ 所

浅井福祉センター[所有施設]

伊香の里 [所有施設]

・訪問入浴介護事業      1か 所

伊香の里 [所有施設]

・居宅介護支援事業      2カ 所

浅井福祉センター [所有施設]

伊香の里 [所有施設]

。小規模多機能型居宅介護事業 1か所

ひなたばっこ (木之本)[所有施設]

・特層J養護養護老人ホ

「

ム事業 1か所

伊香の里「所有施設」

・老人短期入所事業      1か 所

伊香の里「所有施設」
,

・軽費老人ホーム事業     1か 所

伊香の里「所有施設」

・特定旅客自動車運送事業   1か 所

伊香の里「所有施設」

0地域福祉推進業務実績 (平成 27年 10月 1日 現在)

・地域福祉課 (南部担当)   長浜市社会福祉センター[所有施設]

・地域福祉課 (北部担当)  木之本福祉ステーション[指定管理施設]

・地域窓日      7か 所

※おもな業務は、「様式 5号 団体概要 P2」 に記載

)

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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7 自由提案

その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性や

アピールしたいことがあれば、記入してください。

本会では、 8カ所の指定管理施設、 1カ所の賃貸借施設、 2カ所の使用許可施設、お

よび 4カ所の所有施設、あわせて 15施設を管理しており、その施設を積極的に活用し

長浜市の福社の担い手として、地域福祉活動、在宅介護サービス、施設介護サービス等

を展開しています。本会が指定管理を受けているそれぞれの福祉ステーションは、住民

の主体的な地域福祉の活動拠点として欠かせない必要な施設です。主な機能としては、

住民福祉活動の基盤組織である地区社会福祉協議会 (福祉の会)の支援を中心とした地

域の見守 り支えあい活動の推進、地域交流の推進、高齢者やしょうがい (児)者の居場

所づくりの促進などの取り組みや、成年後見制度や権利擁護事業、生活困窮者等に対す

る生活相談・各種貸付事業等を展開しています。

高月デイサービスセンターにおきましては、利用者の身体が重度化した際に寝たまま

でも入浴が可能な寝台浴 (特浴機)が無く、利用者の希望に沿つた入浴サービスが提供

できず、ご不U用 をお断りしている状況にあります。  .
′本会で指定管理を受けております他の福祉ステーションには寝台浴が整備されてお

り、重度の方を積極的に受け入れ利用者の希望に沿った入浴サービスを提供しておりま

す。高月デイサービスセンターにおきましても、そういった地域の実情にあわせた施設

整備をいただくことで、高月地域の中核的な中重度介護の拠点として福祉施設の運営を

目指すことができます。

最後に、本会におきましてはこれまで培つてきた、地域住民 。各種団体との連携によ

る地域福祉活動や、市内広範囲で介護保 I夕く制度発足より展開してきた介護サービスの実

績を活かしつつ、地域包括ケアシステムの一翼を担 うべく、高月福祉ステーションを積

極的に活用しその運営業務を果たすことができます。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。
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